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国立大学法人愛知教育大学 中期目標

（前文）大学の基本的な目標

愛知教育大学は，「愛知教育大学憲章」を踏まえ，教員養成を主軸に教養教育を重視する大学とし

て，深く専門の学芸を教授研究するとともに，幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人

間性を涵養する学問の府として，大学の自治の基本理念に基づき，教育研究活動を通して世界の平和

と人類の福祉及び文化と学術の発展に努めることを目的として，以下の目標を掲げる。

① 学士課程教育においては優れた教養教育を実現し，教員養成課程では，愛知教育大学が養成す

べき教員像の下に，体系的教員養成プログラムを通して，平和な未来を築く子どもたちの教育を

担う専門職業人としての教員の養成をめざす。現代学芸課程では，専門基礎教育を基礎に，中高

教員を含む幅広い職業人の育成をめざす。

② 大学院課程教育においては，教育学研究科では，学校教育に必要な高度専門職業人（教員）の

養成を柱に，学芸諸分野の有為な人材の育成をめざす。教育実践研究科では，学校教育に関わる

理論と実践の融合を基本に，実践的指導力や学級・学校経営力を備えた高度専門職業人（教員）

の養成をめざす。

③ 愛知教育大学は，教育大学の特性を活かし，教育諸科学をはじめ，多様な学術研究分野及び教

育実践分野において，優れた研究成果を生み出し，学術と文化の創造及び発展に貢献し，これら

の成果を地域社会へ還元するとともに，国際化を推進し，特色ある大学を創造する。

これらの目標の達成に向け，当面する６年間の対応として，県内出身者が８０％を超える愛知教育大

学にあっては，県内出生数の変化及び教員養成政策の動向等を踏まえ，教育研究の質の向上に努めるとと

もに，時代や社会の要請に応えうる組織整備を行う。

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織

１ 中期目標の期間

２０１０年４月１日から２０１６年３月３１日

２ 教育研究組織

この中期目標を達成するため，別表に記載する学部，研究科を置く。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標

① アドミッションポリシーに関する目標
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愛知教育大学の理念及び教育目的を踏まえ，学士課程では教員養成課程及び現代学芸課程ごと

に，大学院課程では教育学研究科及び教育実践研究科ごとに，アドミッションポリシーを明示し，

学士課程においては広く教育に関わる課題及び現代的課題に関心と意欲のある優れた学生を，大

学院課程においては教育科学をはじめ専門的学術や実践的指導力に関する基礎・基本的な資質・

能力を有し，課題意識を有する学生，現職教員などの社会人及び留学生を積極的に受け入れる。

② 教育課程に関する目標

愛知教育大学が養成する学士課程及び大学院課程における特色ある「学生像」及び「養成すべ

き教員像」を明確に示し，その実現を図るため教育課程の一層の充実及び体系化を進める。

③ 教育方法に関する目標

全学的に授業方法を改善するとともに，学生の自学・自習を支援する学習支援体制を整え，自

ら学ぶ意欲を高めるための授業方法を全学的に構築する。

④ 成績評価に関する目標

成績評価に関する運用システムを開発するとともに，各授業科目の担うべき授業目標とその評

価規準を明確にし，学業成果の質を保証できる適正かつ厳格な成績評価を実施する。

⑤ 教育の成果に関する目標

学士課程や大学院課程における教育が，将来的にどう活かされているのか，また活かされるこ

とが保障できるよう，継続的に教育の成果について検証を行う。

（２）教育の実施体制等に関する目標

① 教職員の配置に関する目標

第一期中期目標・中期計画実施期間における教育実施体制の問題点を再点検し，より充実した教育

を実施するため教職員の再配置を行う。教員養成課程及び現代学芸課程の教育組織の見直しを行う中

で，教養教育及び専門教育の実施にふさわしい教員組織を編成する。

② 教育組織・教育環境の整備に関する目標

愛知教育大学の特性が一層活かされるための教育組織の整備を進めるとともに，学習活動を支援す

るため，環境・施設・設備の一層の充実を図り，学習環境を整備する。

③ 教育の質的改善のためのシステム等に関する目標

教育の質的改善を図るため，授業改善を推進する実施体制を構築する。

④ 教育実習の実施に関する目標

教育実践力養成の柱である教育実習の充実のための研究体制を構築し，持続的に教育実習の質

的向上を図る。

（３）学生への支援に関する目標

① 学習支援に関する目標

学生が高い学力を習得し，併せて，コミュニケーション能力，自己管理力，チームワーク等の

社会人としての基盤となる資質・能力を養うため，学習支援を組織化する。

② 生活支援に関する目標
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女子学生が６０％を占める愛知教育大学にあっては，両性の平等を尊重し，すべての学生が健

康で安全安心な生活を送れるように学生生活の支援組織の見直しを行う。

③ 就職支援に関する目標

入学時から卒業まで一貫して学生の個性に応じた就職支援を行うための方策を充実・改善する。

④ 留学生への支援に関する目標

留学生の大学生活に対する様々な要望に応えるとともに，日本での生活及び大学での生活にお

ける不安の解消を図るための様々な支援を充実する。

２ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

○ 愛知教育大学の特性を活かし，それぞれの教員が独創的で優れた研究成果を生み出し，多様

な学術研究機能の充実を図り，特に，教育現場が直面する諸問題の解決に寄与できる先進的な

研究を推進し，それらの成果を社会へ還元する。

（２）研究実施体制等に関する目標

① 研究環境の整備に関する目標

大講座制の利点が有効に機能するように，全学的見地から研究資金の配分を行う。研究設備等

に関しては，その充実に努めるとともに，学内資産の効率的な活用を推進する。

② 研究の質の向上に関する目標

研究成果の自己点検と客観的評価により，研究活動の状況や問題点を把握するとともに，学内

外の研究者との連携や交流を推進する。

３ その他の目標

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標

○ 県内の教育関係機関等との連携協力を維持・発展させるとともに，愛知県の中でも西三河地

域を拠点とする国立大学として，幅広い研究分野を有する愛知教育大学の特性を活かした社会

貢献を実施し，地域社会の要請に応える。

（２）国際化に関する目標

○ 国際社会に開かれた大学として，国外の高等教育機関との連携や国際交流を推進し，留学生

の積極的受入及び派遣を通してアジア地域をはじめ世界の教育と文化的発展に貢献するなど

国際化を積極的に進める。

（３）附属学校に関する目標

○ 学長のリーダーシップによるマネージメント機能を強化し，附属学校園は，それぞれの特性

を活かした先導的・実験的な学校教育の実践を行い，学部・大学院の教育に関する研究に協力

しながら，教育実習等の活用を拡大し，学部・大学院と共同して国レベルをはじめ地域の教育

課題の解決と学校教育の発展に寄与する。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 組織運営の改善に関する目標

① 学長のリーダーシップの下，トップダウンとボトムアップの調和を図りつつ，迅速な意思決

定と円滑な法人の運営が図れる体制を整備するとともに，法人の運営等に外部有識者の意見も

活用する等，開かれた法人運営を行う。

② 機動的・機能的観点から教育研究組織を見直すとともに，教職員の業績を適切に評価するシ

ステムの整備・充実を図るなど，組織の活性化を図る。

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標

○ 機動的・機能的な事務組織を整備するとともに，事務職員の資質向上と事務処理の合理化・

効率化を更に進める。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

○ 科学研究費補助金，受託研究費，奨学寄附金などの外部資金の獲得に組織的に取り組む。ま

た，公開講座等の開催などによる自己収入の確保を図る。

２ 経費の抑制に関する目標

（１）人件費の削減に関する目標

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第

４７号）に基づき，平成１８年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。

更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）

に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成２３年度まで継続する。

（２）人件費以外の経費の削減に関する目標

○ 業務内容やプロセスを多角的に点検し，効率化，合理化，簡素化による経費抑制を進める。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標

○ 経営的視点に立って，法人が保有する土地・施設・設備などの固定資産及び流動資産を効果

的・効率的に運用する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

○ 自己点検・評価及び外部評価の結果を大学の教育研究並びに組織及び運営等の改善に結びつ

ける。
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２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

○ 教育研究並びに組織及び運営等に関する情報を，積極的に広報し，社会に対する説明責任を

果たす。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

○ 附属学校園を含む法人全体のキャンパス整備６ヶ年計画を定め，豊かな自然を活かした環境

配慮型エコキャンパスを創造し，快適な教育・研究環境づくりを計画的に推進する。

２ 安全管理に関する目標

① 全学的・総合的な安全管理体制の整備を進め，想定される事象ごとに予防的措置にも力を注

ぎ，安全管理体制をより強固に構築していく。

② 情報セキュリティ対策を推進するため，情報システム運用基本方針に従い，情報システムの

秩序と安全性を確保し，安定的で効果的な運用に努める。

３ 法令遵守に関する目標

○ 国立大学法人法及び関係法令を遵守し，教職員一人一人に法令遵守の意識を徹底させる。



６

別表（学部，研究科等）

学

部

教育学部

研

究

科

教育学研究科

教育実践研究科


